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水 振 第 8 9 9 号 

令和７年３月18日 

（水産振興課扱い） 

 

 

 鹿児島県内水面漁場管理委員会会長 様 

 

 

鹿児島県知事  

 

 

鹿内共第１号第五種共同漁業権に係る増殖計画の策定について（諮問） 

 

 

 このことについて、漁業法（昭和24年法律第267号）第169条第１項の規定に基づき，

貴委員会の意見を求めます。 
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令和７年３月 18 日  

水 産 振 興 課  

 

鹿内共第 1 号第五種共同漁業権に係る増殖計画（案）について 

 

１ 第五種共同漁業権の漁業権者に対し増殖義務が課される根拠  

【漁業法第１６８条】 

内水面における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適して

おり、かつ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増

殖をする場合でなければ、免許してはならない。 

 

２ 増殖を怠っていると認められる場合の対応  

【漁業法第１６９条】 

１ 都道府県知事は、内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者が当該 

内水面における水産動植物の増殖を怠っていると認めるときは、内水面漁場

管理委員会の意見を聴いて増殖計画を定め、その者に対し当該計画に従って

水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。 

２  前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県 

知事は、当該漁業権を取り消さなければならない。 

 

３ これまでの経緯  

・ 広瀬川漁協が免許を受けている鹿内共第１号第五種共同漁業権には，オイカ

ワが含まれており，広瀬川漁協にはオイカワの増殖義務がある（増殖目標：５kg/年）。 

・ 令和 6 年 8 月に，広瀬川漁協よりオイカワの義務放流の方法等に関する照

会があり，増殖義務の履行に係る疑義案件を県が把握した。 

・ 県では，広瀬川漁協へのヒアリングや現地調査により状況確認を行い，地方

自治法及び漁業法に基づいて，都道府県に設置される行政委員会であり，内水

面漁業に関する事項（増殖目標数量の公表など）を処理する「内水面漁場管理

委員会」へ報告し，疑義案件の検証や今後の対応等について協議を行った。 

 

４ 疑義案件の概要  

・ 義務放流を行うにあたり，広瀬川漁協はハヤ（オイカワ，カワムツなど小型の

コイ科魚類の通称）を近隣河川の野田川で増殖用種苗として採捕し，米ノ津川に

放流していた（Ｈ２７，Ｈ２８年）。 

・ また，自河川で採捕したオイカワを増殖用種苗として用いた際には，オイカワ

が自力で移動できる範囲内で放流を行っていた（Ｈ２９～Ｒ５年）。 
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５ 内水面漁場管理委員会における検証結果及び意見  

・ 広瀬川漁協が行ったオイカワの義務放流は，同漁協としては増殖行為と認識

していたが，魚種や放流方法の認識の違いにより，当該放流は増殖に繋がると

判断し難い。 

・ 漁業法第 169 条に基づく増殖命令を発出する必要がある。 

・ ただし，県が増殖計画を策定する際には，漁協に過度な負担が生じないよう

実行可能な内容や方法とする必要がある。 

 

６ 増殖計画（案）について  

・ 広瀬川漁協が行った義務放流のうち，増殖に繋がっていない放流を行ってい

た期間は 7 年間（Ｈ２９～Ｒ５）である。 

・ このことから，７年分の増殖数量となる３５ｋｇを当該増殖計画における増殖

数量の目安とする。（増殖目標：５kg/年） 

・ 増殖計画（案）については以下のとおり。 

魚種 増殖計画（案） 増殖計画の期間 

オイカワ ア 増殖用種苗放流 

数 量 １０ｋｇ 

 

イ 産卵場造成 

場 所 鹿内共第１号第五種共同漁業権漁場内 

数 量 １６㎡（４㎡×４箇所）  

 

令和７年３月施行日 

～令和７年 12 月 31 日 

 

 

（参考：数量の考え方） 

７ 今後のスケジュール   

 令和７年３月    内水面漁場管理委員会の意見を聞き増殖計画を策定 

           増殖計画に従って増殖命令を発出（履 行 期限 ：令 和 ７年 12 月 31 日 ） 

令和７年４月以降 （放流・産卵場造成時の立会） 

     （履行確認）  

・ 産卵場造成については，国が示している『渓流魚，アユ，コイ・フナ，ウグイ，

オイカワの人工産卵床の増殖指針』を参考に数量を算定。 

・ オイカワの人工産卵床１㎡あたりの換算放流稚魚数が３９０尾とされている

ことから，5ｇ/尾換算として人工産卵床１㎡あたり約２ｋｇの種苗放流と同等

の効果があるとした。 

・ １６㎡の造成で種苗放流の３２ｋｇに相当する。 
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